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最近、新車の新聞・チラシ広告において、車両本体等の販売価格に減税後の自動車重量

税・自動車取得税を加えた額から値引き額及び補助金額を差し引いた額を、「参考額」とい

う名称で販売価格の表示よりも大きく強調して表示しているものが見受けられます。 

同様の表示については、平成２１年 9 月の「ＡＦＴＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ※」の表

示例２において解説している通り、表示した額で購入できるかのように誤認されることの

ないよう、あくまで「参考として表示」（下記ご参照）することが必要です。 

会員各社におかれましては、本趣旨を踏まえた広告宣伝活動を行っていただきますよう

お願いいたします。 

※ http://www.aftc.or.jp/pdf/AFTCINFO_200909.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売価格（車両本体価格や車両本体価格に付属品等を加えた合計価格）の表示と文字

の大きさを同等、もしくは、文字の大きさを小さくする、または、配色に注意するなど、

目立たないように表示すること 

 

◆販売価格より文字を小さくしたり、細くすることにより表示する例 

 

 

 

 

◆販売価格より配色を、目立たないようにして表示する例 

（車両本体価格は赤ベタに白文字） 

「参考として表示」とは 

ＡＡＦＦＴＴＣＣ  ＩＩＮＮＦＦＯＯＲＲＭＭＡＡＴＴＩＩＯＯＮＮ  

減税や補助金の適用を前提とした購入時の 

支払額を表示する場合の留意点について 

車両本体価格 

１０５万円 
 

８０万円 

車両本体価格 

 

 

８０万円

車両本体価格 

 

 

この件に関するお問い合わせは、 

(社)自動車公正取引協議会まで  TEL 03-3265-7975  FAX 03-3265-7978 

E-Mail：info@aftc.or.jp 
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≪問題のある広告例１≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題点 

１）車両本体等の販売価格に減税後の自動車重量税・自動車取得税を加えた額から値引き

額及び補助金額を差し引いた額を販売価格の表示よりも大きく目立つように表示してい

るため、表示した額で購入できるかのように誤認されるおそれがある（「参考額」という

名称で表示しているが、「参考として表示」したものとはみなされない） 

２）自動車重量税・自動車取得税が値引きされているかのような表示を行っている 

 

 

●エコカー減税対象期間：平成２１年４月から３年間（平成２１年４月から平成２４

年４月までの新規登録車を対象）但し、自動車取得税は平成２４年３月まで 

●エコカー購入補助金制度は一定の条件を満たした新車購入者に対し、補助金が 交付

されるものです。制度を利用するには、申請が必要となります。エコカー 補助金  

制度には「新車購入補助金（１０万円補助）」と「廃車を伴う新車購入補助（２５万

円補助）」の２つの補助があります。「新車購入補助と「廃車を伴う新車購入補助」

は併用はできません。 

●詳しくは○○各店スタッフまでお問い合わせください。 

  参 考 額   参考額とは、「環境対応車普及促進税制」「新車購入補助金」の交付を  

前提とした支払額です。 
  参 考 額   保険料、税金（自動車税）、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用は

別途申し受けます。 

取得税・重量税減税 車種・グレードまたはオプション選択により減税率が異なります。それ

ぞれの適用には一定の条件を満たしていることが必要となります。 
車種・グレードまたはオプション選択により、対象または対象外となる

場合がございます。 
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表示する場合の留意点 

１）自動車重量税・自動車取得税の減税や補助金の適用を前提とした購入時の支払い額を

表示する場合は、表示した額で購入できるかのように誤解されることのないよう、あく

まで「参考として表示」すること 

①購入に際しては、その他の税金、保険料、登録等に伴う費用等が別途必要であること

を明りょうに表示すること 

②補助金の適用条件及び補助金は購入者の申請に基づき審査機関の交付決定後、後日申

請者に直接交付されるものであることを明りょうに表示すること 

③上記付記説明については、参考として表示する額や補助金に関する条件等の表示との

関連が明確になるよう、その表示の直近に、かつ、明りょうに表示すること（止むを

得ず、参考額や補助金の表示と付記説明を離れた場所に表示する場合には、表示の方

法について特に注意すること。別頁、裏面その他、他の説明に埋没した場合は明りょ

うとはいえません） 

２）販売価格からの値引きを表示する場合は、販売価格からの値引きであることを明確に

すること（税金は、法律に基づき定められた税額を所有者（所有権留保の場合は使用者）

が納税することとなっているため、税金から値引きされているかような表示は行うこと

ができません。 

 

≪正しい表示例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型スカーレット 1.8X（1800cc・5AT・2WD） 

車両本体価格 1,076, 000 円 ＋ ＣＤ 34,650 円 
合計 1,110,650 円のところ 

特別価格 1,008,700 円 

 減税と補助金を最大限活用すると・・・ 参考にしてみて下さい！ 

①特別価格          1,008,700 円 

②取得税＋重量税（*2）     21,300 円（63,900 円減税） 

③新車購入補助金（*3）    ▲250,000 円 

■参考額（*1）①＋②＋③     780,000 円 

 

●  車両本体価格には、税金（消費税を除く）、自動車リサイクル料金、その他登録等に

伴う費用は含まれておりません。別途必要となります。 

*1 参考額には、自動車税、自賠責保険料、その他登録に伴う諸費用等は含まれており

ません。別途必要となります。 

*2 取得税、重量税の減税は、グレードや装着されるオプションにより減税額が変わる

場合や、対象外となる場合があります。 
*3 登録（届出）から１３年超（かつ１年以上使用）の車を廃車して補助金対象車に 

買い替え、２０１０年３月３１日までに登録した場合。 

※  補助金は、購入者の申請に基づき、審査機関の交付決定後、後日、申請者に直接交

付されます。なお、期間内であっても予算がなくなった場合には終了となります。 

※  減税、補助金は、適用条件が定められています。詳細についてはスタッフにお尋ね

下さい。 

エコカー減税 

７５％対象車 

お値引き 
101,950 円
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【表示のポイント】 

販売価格より目立たない

よう、あくまで参考とし

て表示すること 

【表示のポイント】 

値 引 き 額 を 表 示 す る

場合は販売価格からの

値引きであることを明確

にすること 



≪問題のある広告例２≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１)補助金の交付を前提とした支払額です。◎参考額には、自動車税、自賠責保険料、
登録に伴う諸費用等は含まれておりません。別途必要となります。◎登録(届出)から 13 年
超(かつ 1 年以上使用)の車を廃車して補助金対象車に買い替え、2010 年 3 月 31 日までに
登録した場合。◆補助金は、購入者の申請に基づき、審査機関の交付決定後、後日、申請
者に直接交付されます。なお、期間内であっても予算がなくなった場合には終了となりま
す。 

●当社に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合(※1)、及び車両をご返却の場合(※
2)、3 年後の支払いは不要ですが、車両状態が事前に定めた想定外である場合には、別途
清算金をいただきます。●お買い上げの際に分割も選択できます(※3)、その際には、別途
条件がございます。詳しくはスタッフにお問い合わせください。●本商品は個人のお客様
のみご利用いただけます。本商品は予告なく終了することがございますのであらかじめご
了承下さい。 
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問題点 

「車両本体価格から残額を差し引いた額」（７４万円）よりも「その金額から補助金額

を差し引いた額」（４９万円）の方を大きく目立つように表示しているため、また、「そ

の金額から補助金額を差し引いた額」（４９万円）に関する説明を明りょうに表示してい

ないため、誰でも表示した額で３年間乗れるかのように誤認されるおそれがある 

 

 

 

表示する場合の留意点 

１）補助金の適用を前提とした割賦販売に関する支払い額の表示を行う場合は、表示した

額で購入（または使用）できるかのように誤解されることのないよう、支払条件（規約

に基づく必要表示事項）を表示した上で、あくまで「参考として表示」すること 

①購入に際しては、税金（消費税を除く）、保険料、登録等に伴う費用等が必要であるこ

とを明りょうに表示すること 

②補助金の適用条件及び補助金は購入者の申請に基づき審査機関の交付決定後、後日申

請者に直接交付されるものであることを明りょうに表示すること 

③上記付記説明については、参考として表示する額や補助金に関する条件等の表示との

関連が明確になるよう、その表示の直近に、かつ、明りょうに表示すること（止むを

得ず、参考額や補助金の表示と付記説明を離れた場所に表示する場合には、表示の方

法について特に注意すること。別頁、裏面その他、他の説明に埋没した場合は明りょ

うとはいえません） 

 
 

２）販売価格からの値引きを表示する場合は、販売価格からの値引きであることを明確に

すること（税金は、法律に基づき定められた税額を所有者（所有権留保の場合は使用者）

が納税することとなっているため、税金から値引きされているかのような表示は行うこ

とができません。 
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≪正しい表示例≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナビ付き 新型チョーダが３年間 ７４万円 で乗れます！ 

※販売価格及びローン支払い例には、税金（消費税を除く）、保険料、自動車リサイクル料金、その他登録等
に伴う費用は含まれておりません。別途必要となります。 

○○ローンについて 

▲1 当社に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合及び車両をご返却の場合、3 年後の支払いは不要です
が、３年間の走行距離が５万キロを超えた場合や違法改造が行われていた場合、内外装に大きな傷等があ
る場合など、別途定める条件に該当する場合には、別途費用をご負担いただきます。 

▲2 お買い上げの際に分割も選択できます。その際には、別途条件がございます。詳しくはスタッフにお問い
合わせください。 

▲本商品は個人のお客様のみご利用いただけます。本商品は予告なく終了することがございますのであらかじ
めご了承下さい。 

参考額及び補助金について 

●１ 参考額は、初回支払額７４万円から補助金額を差し引いた支払参考額であり、税金（消費税を除く）、保
険料、自動車リサイクル料金、その他登録等に伴う諸費用等は含まれておりません。別途必要となります。

●２ 登録（届出）から１３年超（かつ 1 年以上使用）の車を廃車して補助金対象車に買い替え、２０１０年
３月３１日までに登録した場合 

●３ 上記の場合で廃車を伴わない場合 

●補助金は、購入者の申請に基づき、審査機関の交付決定後、後日、申請者に直接交付されます。なお、期間
内であっても予算がなくなった場合には終了となります。 

●補助金は、適用条件が定められています。詳細についてはスタッフにお尋ね下さい。 

新型チョーダ 2.0X（2000cc・2WD） 

photo:2.0X 

車両本体価格 

1,076,000 円 

 
フロアマット
13,650 円 

ナ ビ
84,000 円

＝合計 97,650 円

＋ 合計金額 

1,173,650 円のところ 

 

(※) 

エコカー補助金対象車 

【表示のポイント】 

７４万円より目立たないよう、文字の

大きさを同等以下にしたり、配色等に

注意するなどして表示すること 

【表示のポイント】 

割賦支払例を必ず表示すること（ただし、
補助金の適用を前提とした割賦支払例を
表示することはできません） 
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■登録から１３年超の車を廃車した場合 

補助金２５万円(●２)を活用すると 

参考額 ４９万円（●１） 

■１３年超の車をお持ちでない場合でも 

補助金１０万円(●３)を活用すると 

参考額 ６４万円（●１） 

または 

 

(※) 

○○ローン支払い例（実質年率 3.8%） 

初回支払額    
２回目（３年後） 
総支払額    

740,000 円(※) 
○○○,○○○円 

○,○○○,○○○円 

新型スカーレットは楽々２回払い

＊３年後のお支払方法が選択できます 
①当社で新車に乗り換える場合(▲1) 
②車をご返却の場合(▲1)     
③この車をお買い上げの場合(▲2) 

⇒3 8 7 , 3 6 0円
⇒3 8 7 , 3 6 0円 
⇒○○○,○○○円 


